
東京メトロ近接協議の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ③ 協議の要否の回答確認 

施主様・事業主・申請者 メトロ開発 

① 協議の要否の問い合わせ 

近接施工協議問合せフォーム  FAX）より必要資料を添付し

てお問い合わせください。 

② ② 協議の要否を判断 

問合せ頂いた内容を基に、近接施工協議の要否を判断し結果

を連絡します。回答は通常数日～10 日程度 土日祝含まず）

でメールにて返信します。 

「協議が必要」 

⑤ 近接協議をお願いしま

す。 

工事着手 

④ 近接施工協議が必要となった場合の連絡 

計画が事業化 建築【新築・解体】・工事決定）された段階で

近接協議を開始します。 

「地下鉄構築図面の閲覧・交付申請書」 弊社指定ページより

DL 可）の準備が整いましたら、来社日時のご予約をお願い

します。 

⑤ 打合せ 近接協議について） 

打合せご予約後、対面にて図面交付申請書を確認し、図面を

交付いたします。また、協議に必要な図面の交付および作成

書類の説明 「東京地下鉄営業線に係る近接工事の案内」に基

づき）を行います。以降、フローに沿って協議書の作成をお

願いします。 弊社指定ページより近接施工協議案内を DL

し、印刷のうえお越しください。） 

※影響検討の要否について 

影響検討の必要性が懸念される場合、速やかに概要図(平

面図・断面図・地質柱状図・仮設図)を作成し、担当者に

メール送付もしくは打合せを行い、影響検討の要否を確認

してください。 ⑥ 協議書の作成 

「東京地下鉄営業線に係る近接工事の案内」に沿い、協議

書類の作成をお願いします。 

 建築確認申請と並行して進めてください。） 

協議書(案)を作成頂き、近接協議担当者と打合せをお願い

します。※資料の確認となるため捺印不要。 

⑦ 協議書 案）の確認 

協議書 案）を基に対面にて内容確認します。 

※確認は対面で行います。書類に不備がある場合修正の上、

再度確認します。 打合せ⇔修正で概ね 1～2ヶ月程度） 

※影響検討が必要な協議は３～６ヶ月程度かかります。 

⑧ 協議書の修正・提出 

確認を受けた協議書を修正し提出してください。 

 施主様・事業主様の捺印をしたもの。） 

※影響検討が必要な場合、協議書の提出は影響検討の照査

完了後となります。 ⑨ 協議書の受付および審査 

協議書を対面にて受付します。 

受領した協議書の内容を審査し協議回答をします。 

※回答案の送信は協議書受付から概ね 2～3週間で回答 

⑩ 同意書・工事着手届の提出 

回答案をご確認の上、書類を提出してください。 

・同意書 

回答内容をご確認頂き同意書を作成してください。 

※施主様、設計会社様、施工会社様の押印が必要です。 

・工事着手届 

工事施工までに工事着手届を提出してください。 

※施主様の押印が必要です。 

※同意書の提出と同時提出可です。 

⑫ 工事着工 

同意書・工事着手届をご提出の後、工事着工をお願いしま

す。 

※協議書の内容に対して変更が生じた場合は速やかに変更

協議をお願いします。 

⑬ 東京メトロへ協議書の届け出 

メトロ開発㈱から東京メトロへ協議書類を提出します。 

※工事内容によっては東京メトロへの提出が完了するまで

工事着工が出来ない場合があります。 

⑭ 工事完了届・工事記録写真の提出 

近接工事完了後、速やかに工事完了届および協議回答に記載

される必要書類を提出してください。 

⑮ 工事完了届・工事記録写真の受理 

近接工事終了となります。 

ご協力ありがとうございました。 

※協議内容によっては上記フローと異なる場合があります。詳しくは担当者と打合せしてください。 

 
問合せ 

協議要否の回答送信 
「協議が不要」 

④ 近接協議の必要はあり

ません。 

 

 

打合せ 

協議書の作成依頼 

 
打合せ 

 

 

修正依頼 

打合せ 

回答案の送信 

 
打合せ 

工事着手の受付 

⑪ 同意書・工事着手届の受理 

同意書・工事着手届を対面にて受領します。 

提出書類に受付印を押しお渡しします。 

打合せ 


